
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和５年１月１７日（火）   １０：０３～１０：０９ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

齋 藤   健 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

永 岡 桂 子 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 村 哲 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

浜 田 靖 一 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

小 倉 將 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

岡 田 直 樹 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：松 本 剛 明 国務大臣（総務大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

西 村 明 宏 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

谷   公 一 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ２件 

○人事        ５件 

○配布        １件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 
まず、閣議案件について、磯﨑副長官から御説明申し上げます。 

○磯﨑内閣官房副長官：一般案件について、申し上げます。「スリランカ国」及び「イ

ンド国」駐日特命全権大使の接受について、御決定をお願いいたします。本件は、

１９日、信任状捧呈の予定であります。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、野村農林水産大臣が、ベルリン

農業大臣会合出席等のため１９日から２２日まで、海外出張されますので、御了解

をお願いいたします。 
次に、北マケドニア国駐箚大使澤田洋典外１名を願いに依り免ずること、及びジ

ャマイカ国駐箚大使渥美恭弘に兼ねてベリーズ国駐箚を命ずることを承認するこ

とについて、それぞれ御決定をお願いいたします。 
次に、久家昭之外１２３名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
次に、配布資料といたしまして、「会計検査院法の規定に基づく報告書」がありま

す。本件は、「新型コロナウイルス感染症患者受入れのための病床確保事業等の実施

状況等」について会計検査院から内閣に対し報告があったものであります。 
次に、件名外案件について、申し上げます。「第２１１回国会の開会式におけるお

ことば案」について、御決定をお願いいたします。お手元の「おことば案」を朗読

いたします。 
本日、第２１１回国会の開会式に臨み、全国民を代表する皆さんと一堂に会する

ことは、私の深く喜びとするところであります。 
国会が、国民生活の安定と向上、世界の平和と繁栄のため、永年にわたり、たゆ

みない努力を続けていることを、うれしく思います。 
ここに、国会が、国権の最高機関として、当面する内外の諸問題に対処するに当

たり、その使命を十分に果たし、国民の信託に応えることを切に希望します。 
「おことば」があるまで、不公表扱いといたしたいので、御了承をお願いいたし

ます。なお、「おことば案」は、そのまま席上に置かれるよう、お願いいたします。 
次に、件名外の人事案件について、申し上げます。第２１１回国会における政府

特別補佐人として、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力

規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長の５名を国会に出席させるため、両

議院議長の承認を求めることについて、御決定をお願いいたします。なお、本件は

両議院議長に通知するまで、公表しない扱いといたしたいので、御了承をお願いい

たします。 
○松野国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、法務大臣。 
○齋藤国務大臣：昨年のＧ７議長国であるドイツは、ロシアによるウクライナ侵略を

背景に、急きょ、昨年１１月末に１３年振りとなるＧ７司法大臣会合を開催しまし

た。同会合でＧ７各国から今年の開催に向けた我が国のリーダーシップへの期待が

表明されたことなどを受け、法務省ではＧ７司法大臣会合を今年７月上旬に東京で

開催することといたします。時期・場所の選定理由ですが、法務省では、従前から
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今年７月上旬に東京で日ＡＳＥＡＮ特別法務大臣会合の開催を予定していました。

Ｇ７各国からは、ＡＳＥＡＮとの連携強化への期待が示されていることもあり、両

会合を近接した時期に同一の場所で開催することによって、アジア唯一のＧ７メン

バーである我が国の主導でＡＳＥＡＮとＧ７の司法大臣等が一堂に会する場も設

けることが可能となり、法の支配の推進等について一層充実した意見交換ができる

と考えております。

○松野国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。

○岸田内閣総理大臣：野村大臣は、海外出張いたしますが、その出張不在中、西村明

宏大臣を農林水産大臣の臨時代理に指定します。

○松野国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。

なお、海外出張された小倉大臣の帰朝報告は、お手元の資料のとおりです。

御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和５年 

１月 17日 

◎ 一 般 案 件

☆ ス リ ラ ン カ 国 特 命 全 権 大 使 エ ル ッ ピ テ ィ ム デ ィ ヤ

ン セ ラ ー ゲ ・ ロ ド ニ ー ・ マ ノ ー ラ ン ジ ャ ン ・ ペ レ

ー ラ 外 １ 名 の 接 受 に つ い て （ 決 定 ）  （ 外 務 省 ）

◎ 人  事 

   ☆ 農 林 水 産 大 臣 野 村 哲 郎 の 海 外 出 張 に つ い て

（ 了 解 ）

〇 特 命 全 権 大 使 澤 田 洋 典 外 １ 名 を 願 に 依 り 免 ず る こ 

と に つ い て （ 決 定 ） 

〃 ○ 各 府 省 幹 部 職 員 の 任 免 に つ き 、 内 閣 の 承 認 を 得 る

こ と に つ い て （ 決 定 ）

〃 ☆ 元 日 本 郵 政 公 社 職 員 久 家 昭 之 外 １ ２ ３ 名 の 叙 位 又

は 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ）

◎ 配  布 

☆ 会 計 検 査 院 法 第 ３ ０ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ く 報 告 書

（ 内 閣 官 房 ） 

〔 ○ 署 名 あ り ☆ 署 名 な し 〕

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
な し

資 料
な し

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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令和５年 

１月 17日 

◎ 一 般 案 件

   ○ 第 ２ １ １ 回 国 会 の 開 会 式 に お け る お こ と ば （ 案 ）

（ 決 定 ）             （ 内 閣 官 房 ）

◎ 人 事 

○ 第 ２ １ １ 回 国 会 政 府 特 別 補 佐 人 に つ い て 、 両 議 院

の 議 長 の 承 認 を 求 め る こ と に つ い て （ 決 定 ）

〔 ○ 署 名 あ り ☆ 署 名 な し 〕

（ 火 ） 件 名 外 案 件

資 料
あ り

（ 回 収 ） 

資 料
な し
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